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審査技術概要シート

本概要シートは、土木・建築関係団体により設立された「建設技術審査証明協議会」の会員として、一般財団法人 日本建築センター（BCJ）が実施した「建設技術審

査証明事業（建築技術）」の結果を広く紹介する目的で作成したものです。

［審査証明番号／有効期限］ ＢＣＪ-審査証明-186／2031 年 3 月 15 日

［技術の名称］ 吹付け石綿粉じん飛散防止処理技術

「ＴＣＡベスト工法（除去工法）」

［依頼者（審査証明取得者）］ 株式会社 テクノ中央

［技術概要］

既存の建築物に施工された吹付け石綿及び石

綿含有吹付けロックウールを石綿粉じんの飛散

防止に十分に配慮し、かつ、関連法令等に則っ

て安全に除去する技術である。

    ［施工フロー図］          

［開発の趣旨］

既存の建築物に施工された吹付け石綿等の除

去に際し、石綿粉じんの飛散を防止する工法を

確立し、その普及を図る。

［開発目標および審査証明結果］

本技術について、前記の開発の趣旨、開発の目

標に照らして審査した結果は、以下のとおりであ

る。

(1) 除去工事に際し、作業区域に隣接する部分の

空気1リットル中の繊維状粒子（石綿繊維を含

む）の本数がおよそ10本以下となり、汚染を抑

制することができるものと判断される。

(2) 除去工事終了後に、作業場所における空気1

リットル中の繊維状粒子（石綿繊維を含む）の

本数がおよそ10本以下となり、建築物利用者の

安全は確保できるものと判断される。

(3) 関連法令等に則って除去作業を行うととも

に、施工中に発生のおそれがある事故を想定し

て、その対策を講ずることにより除去作業中の

作業者の安全は確保できるものと判断される。

［本技術の問合わせ先］

(株)テクノ中央

TEL：0178-25-6789

FAX：0178-25-0405

技術紹介サイト

https://www.techno-chuo.jp

   
［事前準備］

［除去工事施工］

［除去作業］

［除去作業］

［石綿処理］

［清　掃］

［検査・確認］

［隔離の解除前の確認］

［事後処理］

［後片付け］

［清　掃］

［記　録］
呼吸用保護具①

呼吸用保護具②

防じんマスク(半面形)

電動ファン付き防じんマスク(全面形)

工 事計 画 要 領 書作 成・ 届出

必 要機 器・ 資材 の 準備 ・調 達

事前調査結果の掲示

作業員休憩所の確保

床の隔離養生

壁部の隔離養生

作業場内足場の組立

(ポリエチレンシート厚0.15mm以上 ２枚重ね)

(ポリエチレンシート厚0.10mm以上 １枚)

セキュリティーゾーンの組立・設置

集じん・排気装置の設置

粉じん飛散抑制剤吹付け機械の設置

その他の養生 (照明器具・什器備品等)

集 じ ん・ 排気 装置 の 点検 ・確 認

作 業 区域 およ びセ キ ュリ ティ ーゾ ー ン の負 圧確 認

天井仕上材・下地材の撤去 (天井上に石綿が体積している場合がある)

粉じん飛散抑制剤の散布

石綿 の 除去
作業 開 始後 、集 じん ・排 気 装置 の排 気口 か ら 粉じ んの 漏 洩 がな いこ と を 確認

除去した石綿の処理 (湿潤化、二重袋詰め)

除去した石綿の隔離の外への搬出・一時保管

養生面、足場等使用資機材・工具、床面の清掃

検 査

除去 し た面 への 粉じ ん飛 散 防止 処理 剤の 散 布

隔離 シ ート への 粉じ ん飛 散 防止 処理 剤の 散 布

施工後の1.5時間以上の換気の後、隔離内部の空気中総繊維数濃度の確認

天井・壁面等隔離シート、養生シートの撤去・二重袋詰め

足場の解体・清掃後の場外搬出

床隔離シートの撤去・二重袋詰め

除去材料、隔離シート等廃棄物 (廃石綿等)の場外搬出

仕 上 清 掃 (特別管理産業廃棄物として許可業者に委託)

施 工 記 録

作業者の作業記録等
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繊 維状 粒子 (石

綿 繊維 含む )濃

度 測定 作 業前

繊 維 状粒 子 (石

綿 繊 維含 む )濃

度 測 定 作業 中

取り残しの無いことの確認

繊維 状 粒子 (石

綿繊 維 含む )濃

度測 定 作業 後

(隔 離シ ー ト撤

去前 )

(石綿等に関する知識を有する者による確認)


